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「社会福祉法人モデル経理規程細則」策定における基本方針 

 

各社会福祉法人の経理規程細則は、社会福祉法人に画一的な規程の作成を強いるもので

はなく、各法人が本モデル経理規程細則を参考資料の一つとして活用いただき、それぞれ

の事情に応じた法人独自の経理規程細則を策定し、管理組織の運営に役立つことができれ

ば幸甚に存じます。 

 

なお、このモデル経理規程細則（以下「本モデル細則」という。）は、次の基本方針に

より策定を行っております。 

 

1. 本モデル細則は、社会福祉法人モデル経理規程 附則１の定めに基づき策定するもの

です。 

2. 本モデル細則は網羅的に記載しています。よって法人が独自の経理規程細則を策定す

るにあたっては、必要な細則を選択して、それぞれの事情に応じた法人独自の経理規

程細則にするものとします。 

3. 本モデル細則の注書きには下記２項目を記載しております。 

記 

（1）基準、注解及び運用指針により、原則的な方法と簡便的な方法が定められている場合、

原則的な方法を本モデル細則原文とし、簡便的な方法を注書きとして記載していま

す。 

 従って、原則的方法によらず、簡便的な方法を採用する場合、法人独自の経理規程細

則策定時に簡便的な方法を本文として記載するようにして下さい。 

（2）解説若しくは設例を注書きとして記載しています。 

以上 
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【凡例】 

 

金融商品会計基準   金融商品に関する会計基準 

（企業会計基準第 10 号） 

 

金融商品会計実務指針 金融商品会計に関する実務指針 

（会計制度委員会報告第 14号） 

 

棚卸資産会計基準   棚卸資産の評価に関する会計基準 

（企業会計基準第 9号） 

 

減損会計基準     固定資産の減損に係る会計基準 

（企業会計審議会） 

 

減損会計適用指針   固定資産の減損に係る会計基準の適用指針 

（企業会計基準適用指針第 6号） 

 

リース会計適用指針  リース取引に関する会計基準の適用指針 

（企業会計基準適用指針第 16号） 
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社会福祉法人○○ 経理規程細則 

 

１.総則 

 

（目的） 

第１条 この細則は、社会福祉法人○○経理規程（以下「経理規程」という。）を実施す

るために必要な事項について定めるものとする。 
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2.「経理規程第６条に定める共通収入支出の配分に関する細則」 

 

（配分基準） 

第１条 経理規程第６条第１項及び第２項に定める「合理的な基準に基づいて配分する」

基準は、別添 1共通経費の配分基準表のとおりとする。 

２ 前項の配分基準は、支出及び費用の項目ごとに、その発生に最も密接に関連する量的

基準（例えば人数、時間、面積等による基準、又はこれらの２以上の要素を合わせた複合

基準）を選択して適用するものとする。 

３ 一度選択した配分基準は、状況の変化等により当該基準を適用することが不合理であ

ると認められるようになった場合を除き、継続的に適用するものとする。 
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3.「経理規程第３７条に定める資金の積立に関する細則」 

 

（積立） 

第１条 経理規程第３７条に定める積立資産は、使用計画に定めた積立額を積み立てるも

のとする。 

 

（取崩）  

第２条 経理規程第３７条に定める積立資産は、次に掲げる場合にそれぞれに掲げる金額

を取崩すものとする。 

（1） 当該積立資産の目的である支出があった場合 当該積立資産の金額範囲内の目的支

出額 

（2） 当該積立資産の目的である支出が行われないことが理事会で決定した場合 当該積

立資産の総額 

（3） 当該積立資産を積立目的以外に使用する場合 当該積立資産について理事会で取り

崩すことと決めた金額 
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4.「経理規程第 40条に定める有価証券の評価に関する細則」 

 

（時価） 

第１条 経理規程第 40 条第３項に定める時価とは、市場価格に基づく価格をいうものと

する。 

（1）次の有価証券については、それぞれに公表されている取引価格を市場価格とする。 

 ① 取引所に上場されている有価証券の市場価格は、原則として取引所における取引価

格とする。なお、一つの有価証券が複数の取引所に上場されている場合には、当該有

価証券の取引が最も活発に行われている取引所の価格とする。 

② 店頭において取引されている有価証券の市場価格は、公正な価格を提供するため複

数の店頭市場の情報を集計し、提供することを目的として組織化された業界団体（例

えば日本証券業協会）が公表する価格とする。 

③ 取引所及び店頭において取引がされていなくても、随時、売買・換金等を行うこと

ができる取引システム（例えば、金融機関・証券会社間の市場、ディーラー間の市場、

電子媒体取引市場）が流通性を確保する上で十分に整備されている場合には、そこで

成立する取引価格を有価証券の市場価格とすることができるものとする。 

（2）有価証券に付すべき時価は、上記取引価格等の終値を最優先適用し、終値がなければ

気配値を適用するものとする。その場合の気配値は、公表された売り気配の最安値又

は買い気配の最高値とし、それらがともに公表されている場合には、それらの仲値と

する。また当日に終値も気配値も公表されていない場合は、同日前直近において公表

された終値又は気配値とする。 

 

（償却原価法） 

第２条 経理規程第 40 条第４項に定める償却原価法は、利息法により計算するものとす

る。 

２ 前項に定める利息法とは、債券のクーポン受取総額と金利調整差額の合計額を、債券

の帳簿価額に対し一定率（以下「実効利子率」という。）となるように複利をもって各会

計期間の収入に配分する方法をいい、当該配分額とクーポン計上額（クーポンの現金受取

額及びその経過分の未収計上額の増減額の合計額）との差額を取得価額に加減する。 

 

（注 1）（簡便法の選択） 

償却原価法の計算方法は継続適用を条件として簡便法である定額法を採用することがで

きる。定額法を選択した場合には上記第２条の規定は以下のとおりとする。 

第２条 経理規程第 40 条第４項に定める償却原価法は、定額法により計算するものとす

る。 

２ 前項に定める定額法とは、債券の金利調整差額を受け渡し日から弁済期又は償還期ま

での期間で除して各会計期間に配分する方法をいい、当該配分額を取得価額に加減する。
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（金融商品会計実務指針 70） 

 

（注 2）（償却原価法の解説） 

経理規程第 40 条第４項に定める償却原価法は、債券を債券金額より低い価額又は高い

価額で取得した場合において、その取得価額と債券金額との差額に相当する金額を受け渡

し日から弁済期又は償還期に至るまで毎会計期間一定の方法で取得価額に加減する方法を

いう。なお、この場合、当該加減額を受取利息配当金収入に含めて処理する。（金融商品

会計基準 23（注 5）） 

 

（注３）（利息法及び簡便法の計算 設例） 

１．前提条件 

 当法人は、ＸＩ年１月１日に既発の社債を 9,100 で取得した。この債券は、満期まで所

有する目的で保有するものである。なお、取得価額と債券金額（額面金額をいう。）との

差額は全て金利の調整部分である。 

額面：10,000 

満期：Ｘ３年１２月３１日 

クーポン利子率：年４％ 

利払日：毎年６月末日及び１２月末日の年２回 

 

２．原則法である利息法による場合 

（1）実効利子率の計算 

  実効利子率は、次の算式が成立するような率（ｒ）として求められる。 

1/2

200

１＋ｒ
＋

21/2

200

）（１＋ｒ
+・・・・・＋

51/2

200

）（１＋ｒ
＋

61/2

10,200

）（１＋ｒ
 

＝9,100 

この算式を解くと、（ｒ）実効利子率＝7.40％が求められる。 

 各利払日における利息及び償却原価（帳簿価額）の計算表は次のとおりである。 

 

年月日
クーポン
受取額

利息配分額
（注）

金利調整差
額の償却額

償却原価
（帳簿価額）

Ｘ１/１/１ 9,100
Ｘ１/６/30 200 337 137 9,237
Ｘ１/12/31 200 342 142 9,379
Ｘ２/６/30 200 347 147 9,526
Ｘ２/12/31 200 352 152 9,678
Ｘ３/６/30 200 358 158 9,836
Ｘ３/12/31 200 364 164 10,000
合計 1,200 2,100 900
（注）　実効利子率　年 7.40%  
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（2）会計処理 

（以下の会計処理は、資金収支計算書に関するものは省略して表示している。） 

① Ｘ１年１月１日 

    （借方）投資有価証券 9,100     （貸方）現金  9,100 

   

② Ｘ１年３月 31日（決算日）   

    （借方）未収収益   100  （貸方）受取利息配当金収益 100 

    （借方）投資有価証券 69  （貸方）受取利息配当金収益  69 

ⅰ）利息配分額の計算 

   337×
６か月

３か月
＝169（１未満の端数四捨五入） 

 

ⅱ）未収収益の計算 

   クーポンの既経過分を未収収益として計上する。 

   200×
６か月

３か月
＝100 

 

ⅲ）償却額（帳簿価額への加算額）の計算 

  利息配分額とクーポンの未収計上額との差額を、金利調整差額（償却額）として 

 債券の帳簿価額に加算する。 

   169－100＝69 

 

③ Ｘ１年６月３０日（第１回利払日） 

    （借方）現金     200  （貸方）未収収益      100 

    （借方）投資有価証券  68  （貸方）受取利息配当金収益 168 

  ⅰ）受取利息配当金収益の計算 

    利息計算期間のうち前会計年度決算での利息配分額との差額を計上する。 

    337－169＝168 

  ⅱ）償却額（帳簿価額への加算額）の計算 

前会計年度の決算で計上した未収収益と利息配分額との合計額から、クーポ 

  ン受取額を控除した差額を金利調整差額（償却額）として債券の帳簿価額に加算 

する。 

100＋168－200＝68 

  以後の会計期間及び利払日にも同様の会計処理を行う。 
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④ Ｘ３年１２月３１日（満期日） 

   （最終利払） 

    （借方）現金     200  （貸方）受取利息配当金収益 200   

    （借方）投資有価証券 164  （貸方）受取利息配当金収益 164 

   （満期償還） 

    （借方）現金    10,000 （貸方）投資有価証券  10,000 

   満期償還時には、債券の帳簿価額は 10,000 となり、額面金額と一致する。した 

がって、償還の会計処理は額面金額により行うことができる。 

 

３．簡便法である定額法による場合の会計処理 

（以下の会計処理は、資金収支計算書に関するものは省略して表示している。） 

 

① Ｘ１年１月１日 

    （借方）投資有価証券 9,100     （貸方）現金  9,100 

   

② Ｘ１年３月 31日（決算日）   

    （借方）未収収益   100  （貸方）受取利息配当金収益 100 

    （借方）投資有価証券 75  （貸方）受取利息配当金収益  75 

   ⅰ）未収収益の計上 

     クーポンの未経過分を未収収益として計上する。 

     200×
６か月

３か月
＝100 

   ⅱ）償却額（帳簿価額への加算額）の計算 

     債券の取得差額のうち、当会計期間の月数按分相当額を金利調整差額（償 

却額）として債券の取得価額に加算する。 

（10,000-9,100）×
か月

か月

36

3
＝75 

 

③ Ｘ１年６月３０日（第１回利払日） 

    （借方）現金     200  （貸方）未収収益      100 

                   （貸方）受取利息配当金収益 100 

    定額法は、配分額の帳簿価額への加減算は決算時及び最終利払日に行えばよ 

い。 

 



 

11 

 

④ Ｘ３年１２月３１日（満期日） 

   （最終利払） 

    （借方）現金     200  （貸方）受取利息配当金収益 200   

    （借方）投資有価証券 225  （貸方）受取利息配当金収益 225  

（満期償還） 

    （借方）現金    10,000 （貸方）投資有価証券  10,000 

   ⅰ）償却額の計算 

     債券の取得価額のうち当該期間の月数按分相当額を金利調整差額として債 

    券の帳簿価額に加算する。 

（10,000-9,100）×
か月

か月

36

9
＝225 
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5.「経理規程第 43 条に定める原価計算に関する細則」 

 

 

（原価計算期間） 

第１条 当法人において、原価計算期間は、月初から月末までの１か月間とする。 

（注１）（原価計算期間の選択） 

 原価計算期間は、期首から期末までの一年間とすることができる。この場合には、第１

条の規定を以下のとおりとする。 

  

第１条 当法人において、原価計算期間は、期首から期末までの１年間とする。 

 

(原価計算を行う単位) 

第２条 原価計算を行う単位は、事業所ごとに区分し、さらに事業所を作業種別に細区分

するものとする。 

 

（製造原価と販売費及び一般管理費の区分） 

第３条 製造部門（製造管理部門を含む。）において発生した材料費、役務費用等（労務

費、外注加工費及び経費）を製造原価といい、販売又は管理部門において発生した費用を

販売費及び一般管理費（以下、「販管費」という。）とする。製造原価と販管費は原則と

して、明確に区分し、製造原価について原価計算を行うものとする。 

（注２）（販売費及び一般管理費の区分の省略） 

第３条において、サービス区分ごとに定める就労支援事業について、各就労支援事業の

年間売上高が、5,000 万円以下であって、多種少額の生産活動を行う等の理由により、製

造業務と販売業務に係る費用を区分することが困難な場合は、製造原価と販管費の区分は

必要ないものとする。この場合、第３条の規定は削除し、製造原価と販管費合計額をもっ

て原価計算を行うものとする。 

 

（原価計算の方法） 

第４条 当法人の製品及び仕掛品の原価は、次の方法で算定する。 

１ 製品に直接賦課できる材料費、役務費用等については、該当する製品及び仕掛品にそ

の原価を直接賦課する。 

２ 製品に直接賦課できない材料費、役務費用等については、関連する製品・仕掛品に合

理的な配賦基準に基づいて配賦する。その場合における配賦基準は、費目別又は費目グル

ープ別に、製品・仕掛品に対する単位当たり消費量、労働時間等を用いて定める。 

３ 前項の場合において、材料費、役務費用等を製造に関わる部門ごとに賦課又は配賦し

て集計し、当該部門ごとに配賦基準を定めて配賦することができる。 

４ 原価計算期間末において仕掛品がある場合には、仕掛品の製造進捗割合に応じて、仕
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掛品の原価を計算し、当該原価計算期間における総製造費用から当該仕掛品の原価を控除

した額を製品製造原価とする。 
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6.「経理規程第 43条に定める棚卸資産の時価に関する細則」 

 

（時価） 

第１条 経理規程第 43 条第３項に定める「時価」とは、正味売却価額をいい、当該棚卸資

産の売価から当該棚卸資産を販売するために要する追加的な製造原価の見積額及び販売直

接経費の見積額を控除した額とする。 

 

（注 1）（再調達原価の選択） 

 製品の原材料等のように、正味売却価額の把握が困難である又は把握にかなりの時間を

要するような場合において、次の（1）及び（2）に定める要件が満たされるときには、当

該棚卸資産の再調達原価（最終仕入原価を含む。以下同じ。）を時価とすることができる。 

（棚卸資産会計基準 10） 

（1）当該原材料に係る製品等の正味売却価額と当該再調達原価の変動が並行しており、変

動に大きな乖離がみられないこと。 

（2）上記（1）に定める状況において、再調達原価を時価として継続的に適用すること。 

上記に記載のように、原材料等の棚卸資産の再調達原価を時価とする資産がある場合に

は、第２項として次の規定を設ける。 

 

２ 製品の原材料等のように、正味売却価額の把握が困難である又は把握にかなりの時間

を要するような場合において、次の（1）及び（2）に定める要件が満たされるときには、

当該棚卸資産の再調達原価（最終仕入原価を含む。以下同じ。）を時価とすることができ

る。 

（1）当該原材料に係る製品等の正味売却価額と当該再調達原価の変動が並行しており、変

動に大きな乖離がみられないこと。 

（2）上記（1）に定める状況において、再調達原価を時価として継続的に適用すること。 
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7.「経理規程第 46条に定める固定資産の評価に関する細則」 

 

（付随費用） 

第１条 経理規程第 46条第１項（1）（2）に定める直接付随費用とは、当該固定資産を取

得し、事業の用に供するために要した費用で次の（1）及び（2）に掲げるものとする。 

（1）当該固定資産を取得するために直接要した費用の額 

① 引取運賃 

② 荷役費 

③ 運送保険料 

④ 購入手数料 

⑤ 関税 

⑥ その他その固定資産を取得するために直接要した費用の額 

（2）その固定資産を事業の用に供するために直接要した費用の額 

２ 次の（1）及び（2）に掲げるものは、前項の規定にかかわらず付随費用から除外する

ことができるものとする。 

（1）不動産取得税、自動車取得税 

（2）登録免許税その他登記登録に関する費用 

３ 次に掲げるものは、第１項に掲げる付随費用からは除外するものとする。 

（1）建設変更に伴い変更前に支出した当該建物建設のための調査費、測量費、設計費等の 

費用で、変更後に不要となったもの。 

（2）契約解除による違約金 

（3）建物建設に伴う落成式等の費用 

 

（時価） 

第２条 経理規程第 46 条第３項に定める時価とは、公正な評価額（観察可能な市場価格、

又は観察可能な市場価格によることができない場合おいては合理的に算定された価額）を

いうものとする。次に掲げる資産については、それぞれに掲げる価額を合理的に算定され

た価額とすることができるものとする。 

（1）土地 次の①又は②の価格 

①「不動産鑑定評価基準」に基づく正常価格 

②公示価格、都道府県基準地価格、路線価による相続税評価額又は固定資産税評価額

を基準として、それに合理的な調整を加えた価格 

（2）建物等 次の①又は②の価格 

①「不動産鑑定評価基準」に基づく正常価格 

②販売業者、物件売買仲介業者など第三者が算定した価格 
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（注１）（使用価値についての解説） 

１ 経理規程第 46 条(注 23)第４項に定める使用価値とは、その資産又は資産グループを

単位とし、継続的使用と使用後の処分によって生じると見込まれる将来キャッシュ・フロ

ーの現在価値をもって算定するものとする。（減損会計基準注解（注 1）） 

 

２ 上記１の将来キャッシュ・フローの現在価値は、経済的残存使用年数までの各会計期

間に発生が見込まれる将来キャッシュ・フロー（処分によって生じるキャッシュ・フロー

を含む）を一定の割引率を用いて現在価値に割り引いた金額をいう。  

 

３ 上記２に定める経済的残存使用年数とは、当該資産が今後、経済的に使用可能と予測

される年数と考えられる。なお、資産又は資産グループ内の主要な資産の経済的残存使用

年数が、当該資産の減価償却計算に用いられている税法耐用年数等に基づく残存耐用年数

との間に著しい相違がある等の不合理と認められる場合を除き、当該残存耐用年数を経済

的残存使用年数とみなすことができる。（減損会計適用指針 21） 

 

４ 上記２に定める割引率は貨幣の時間価値を反映した（税引前の）利率とする。（減損

会計基準注解５） 

例えば割引率が２％である場合に、1 年後に 1000 万円となる現在の価値は、980 万円

（1000 万円÷（１＋２％）≒980.39 万円）と計算される。２年後に 1000 万円となる現在

の価値は、961 万円（1000 万円÷（１＋２％）÷（１＋２％）≒961.16万円）と計算され

る。この計算で使用される２％が割引率となる。 

上記 1 の計算では、将来キャッシュ・フローの見込まれる期間（経済的残存使用年数）

に対応する国債の利回り等を割引率として用いることになる。 

 

５．上記３に定める主要な資産とは、将来キャッシュ・フローを生む生産能力のある最も

重要な構成資産をいう。（減損会計適用指針 22） 

 

 

（注２）（使用価値の計算 設例） 

１．前提条件 

（1）対象の建物と土地は、対価を伴う事業に供している。 

（2）帳簿価額 ： 建物 300 土地 700 合計 1,000 

（3）不動産鑑定評価額（時価とみなす）：建物 180 土地 210 合計 390 

（4）帳簿価額に対する時価の割合：建物 60％ 土地 30％ 

（5）時価の回復見込みを立証することはできない。 
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２．時価による評価 

 土地については著しい時価の下落が認められる。経理規程第 46条第３項により、時価に

よる評価が必要になる。 

３．使用価値による評価 

 上記土地は、対価を伴う事業に供している土地であるため、使用価値により評価するこ

ともできる。 

・使用価値の算定 

 当該建物と土地は一体で事業に供して対価を獲得している場合には、これを一体として

使用価値を算定することになる。 

 割引前キャッシュ・フローは次のとおり見積もられた。 

年数 1 2 3 4 5 6 7 8

事業の将来
キャッシュ・フロー

80 80 80 80 70 70 70 70
 

 建物の経済的残存使用年数は８年であり、この残存使用年数経過後における土地建物の

正味売却価額は 150と見積もられた。 

 割引率は 2％を採用する。 

使用価値＝
02.1

80
＋

2)02.1(

80
+

3)02.1(

80
+・・・・・＋

7)02.1(

70
＋

8)02.1(

15070 
＝679 

 当該土地建物の使用価値をそれぞれの時価の比に基づいて配分すると次のとおりとな

る。 

帳簿価額 時価 使用価値

建物 300 180 313

土地 700 210 366

合計 1000 390 679
 

この結果、土地については原則として時価での評価が必要だが、例外として使用価値に

より評価することも認められる。 

建物は、時価に著しい下落がみられないので、時価による評価は必要ない。 
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8.「経理規程第 47条に定めるリース会計に関する細則」 

 

（利息相当額の配分方法） 

第１条 経理規程第 47 条第１項に定める利息法とは、リース料総額に占める各会計期間

の支払利息相当額を、リース債務の未返済元本残高（貸借対照表のリース債務の金額をい

う。）に一定の率を乗じて算出する方法をいう。当該利率はリース料総額の現在価値がリ

ース取引開始日におけるリース資産（リース債務の計上金額と同じ。）の計上額と等しく

なる利率として求めるものとする。  

第２条 経理規程第 47 条第２項に定める定額法とは、リース料総額から当該リース債務

の当初計上額を控除した残額を利息相当額とし、当該利息相当額をリース期間で除してリ

ース期間中の各会計期間に配分する方法をいう。 

 

（注 1）（リース資産とリース債務の計上金額の解説） 

１ 経理規程第 47 条第１項の規定に基づき、売買取引に係る方法に準じて会計処理を行

ったファイナンス・リース取引におけるリース資産及びリース債務として計上する価額

は、次のとおりとする。（リース会計適用指針 22） 

（1）当該リース物件の貸手の購入価額等が明らかな場合は、リース料総額（残価保証があ

る場合は、残価保証額を含む。）を割引率で割り引いた現在価値と貸手の購入価額等との

いずれか低い価額。 

（2）当該リース物件の貸手の購入価額等が明らかでない場合は、（1）に掲げる現在価値

と当法人の見積現金購入価額とのいずれか低い価額。 

２ 上記１（1）の割引率は、当法人が追加借入を行う場合に適用されると合理的に見積も

られる利率とする。（リース会計適用指針 17） 

 

（注２）（リース取引の利息法で使用する利子率の計算 設例） 

１ 前提条件 

 （1）所有権移転外ファイナンス・リース取引に該当する。 

 （2）リース期間：５年 

 （3）リース料 月額 1,500 千円 毎月月末払い リース料総額 90,000 千円 

 （4）リース料総額の現在価値より見積購入価額が低いものと仮定する。 

   見積購入価額 75,000 千円 

２ 利子率の算定 

 リース料総額より見積購入価額は低いため、75,000 千円がリース資産及びリース債務

の計上額となる。利息相当額の算定に必要な利子率は、次の算式が成立するような率（ｒ）

として求められる。 

1/12

1,500

１＋ｒ
＋

21/12

1,500

）（１＋ｒ
+・・・・・＋

601/12

1,500

）（１＋ｒ
＝75,000 千円 
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 この算式を解くと、利子率（ｒ）＝7.420％が求められる。 

 リース債務の返済予定は、次のとおりとなる。 

返済日
前月末
元本

返済合計 元本分 利息分 月末元本

1 Ｘ1.4.30 75,000 1,500 1,036 464 73,964
2 Ｘ1.5.31 73,964 1,500 1,043 457 72,921
3 Ｘ1.6.30 72,921 1,500 1,049 451 71,872

: : : : : : :
57 Ｘ5.12.31 5,909 1,500 1,463 37 4,446
58 Ｘ6.1.31 4,446 1,500 1,473 27 2,973
59 Ｘ6.2.28 2,973 1,500 1,482 18 1,491
60 Ｘ6.3.31 1,491 1,500 1,491 9 0

合計 - 90,000 75,000 15,000 -
適用利率　年 7.420% 利息の計算は月割りによっている。
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9.「経理規程第 49 条に定める固定資産の改良と修繕（資本的支出）に関する細則」 

 

（資本的支出と修繕費の区分） 

第１条 経理規程第 49 条第１項に定める固定資産の性能の向上、改良又は耐用年数を延

長するために要した支出で固定資産の価額に加算するものを資本的支出とする。 

 

第２条 固定資産に関わる支出が、前条の資本的支出と経理規程第 49 条第２項に定める

修繕費のいずれに該当するかの判定にあたっては、継続的に利用することを条件として、

別添２の「資本的支出と修繕費の区分判定表」を利用して行うことができるものとする。

ただし、前条に定める原則に照らし、当該判定表によることが明らかに不合理と認められ

る場合には、個々の支出内容を吟味して判定するものとする。 
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10.「経理規程第 53 条に定める減価償却に関する細則」 

 

（期中に増加又は減少した資産の償却費） 

第１条 期中において資産を取得し、又は譲渡、売却若しくは除却した場合において当該

資産の経理規程第 53 条第１項及び第３項に定める減価償却の計算は、当該資産の当期に

おける使用月数に応じて行うものとする。 

 

（中古資産の耐用年数） 

第２条 中古資産を取得した場合における経理規程第 53 条第４項に定める耐用年数は、

次のいずれかとする。 

（1）当該資産を当該事業の用に供した以後の使用可能期間の年数 

（2）次の簡便法より計算した残存耐用年数 

ただし、当該中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の額が中古資

産の取得価額の 50％を超える場合には、簡便法により計算した年数によることはでき

ない。 

① 法定耐用年数の全部を経過したもの 

  法定耐用年数×20％＝残存耐用年数 

② 法定耐用年数の一部を経過したもの 

  法定耐用年数－経過年数＋（経過年数×20％）＝残存耐用年数 

上記①又は②の算式により計算した年数に１年未満の端数がある時はこれを１年と

し、当該年数が２年未満であるときは２年とする。 

 

（計上時期） 

第３条 月次原価計算又は月次損益予算管理を行うため、減価償却費の計上を月次決算で

行う必要がある場合には、毎会計期間開始の時に当該会計期間の減価償却予定額を計算し、

この予定額を当該会計期間の月数で除した金額を月次決算において減価償却費として計上

するものとする。また、当該会計期間に月割り計上した減価償却費の合計額は、会計年度

末において当該会計期間に負担すべき減価償却費の年間計上額に洗い替えるものとする。 
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11.「経理規程第 54 条に定める退職給付引当金に関する細則」 

 

（戻入の時期と金額） 

第１条 経理規程第 54 条に定める退職給付引当金は、前会計年度末の退職給付引当金の

設定対象者が退職した場合には、当該退職者の退職時に、当該退職者に係る前会計年度末

の退職給付引当金を退職金（勘定科目は退職給付費用とする。）に充当するものとする。 

 

（計上時期） 

第２条 月次原価計算又は月次損益予算管理を行うため、退職給付引当金繰入額を月次決

算で計上する必要がある場合には、毎会計期間開始の時に当該会計期間の退職給付引当金

繰入予定額を計算し、この予定額を当該会計期間の月数で除した金額を月次決算において

退職給付引当金繰入額（勘定科目は退職給付費用とする。以下同じ。）として計上するも

のとする。また、当該会計期間に月割り計上した退職給付引当金繰入額の合計額は、会計

年度末において当該会計期間に負担すべき退職給付引当金の繰入額の年間計上額に洗い替

えるものとする。 
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12.「経理規程第 55 条に定める賞与引当金に関する細則」 

 

（計上額） 

第１条 経理規程第 55 条に定める賞与引当金は、原則として、過去の実績、同業他法人

の支払状況、労使間の協定内容、法人の業績、法人の人事政策などを勘案して、翌会計期

間に支給する賞与の額及び当該賞与に係る法定福利費（当法人の負担額に限る。以下「賞

与等」という。）の合計額を見積り、その合計額のうち当会計期間に対応する金額を賞与

引当金として計上するものとする。 

 

（戻入の時期と金額） 

第２条 前条に定める賞与引当金は、前会計年度末に賞与引当金の設定対象となっている

賞与の支給があった場合には、当該賞与支給時に、当該賞与引当金を当該賞与支給額及び

法定福利費に充当するものとする。 

 

（計上時期） 

第３条 月次原価計算又は月次損益予算管理を行うため、賞与引当金繰入額を月次決算で

計上する必要がある場合には、毎会計期間開始の時に当該会計期間の負担すべき賞与金額

の予定額を計算し、この予定額を当該会計期間の月数で除した金額を月次決算において賞

与引当金繰入額として計上するものとする。また、当該会計期間に月割り計上した賞与引

当金繰入額の残高は、会計年度末において当該会計期間に負担すべき賞与引当金繰入額の

年間計上額に洗い替えるものとする。 

２ 当該会計期間に月割り計上した賞与引当金に係る賞与の支給が当該会計期間にあった

場合には、当該支給があった時に、当該賞与引当金の金額を戻入れ、賞与引当金繰入の控

除項目として計上するものとする。 
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13.「経理規程第 56 条に定める徴収不能引当金に関する細則」 

 

（計上時期） 

第１条 経理規程第 56 条に定める徴収不能引当金は、毎会計年度末に当該会計期間の末

日における金銭債権に係る徴収不能引当金を計上するものとする。 

 

（計上額） 

第２条 前条に定める徴収不能引当金は、会計年度末の金銭債権を個別に評価する債権

（以下「個別評価債権」という。）と、その他の債権（以下「一括評価債権」という。）

に区分して計算するものとする。 

２ 前項に定める個別評価債権は、次の（1）の債権とし、その債権に対する徴収不能引当

金は、次の（2）により算定するものとする。 

（1）徴収不能の可能性が極めて高い債権 

徴収不能の可能性が極めて高い債権とは、破産、経営破綻（以下「破産等」という。）

又は実質的に破産等に陥っている債務者に対する債権をいう。破産等の状態に陥って

いる債務者とは、法的、形式的な破産等の事実が発生している債務者をいい、例えば、

破産、清算、会社整理、和議等の事由が生じている債務者をいう。実質的に破産等に

陥っている債務者とは、法的、形式的に破産等の事実は発生していないが、深刻な状

態にあると認められる債務者をいうものとする。 

（2）徴収不能見込額の算定 

個別評価債権の金額から回収が確実に見込まれる額を控除して算定するものとす

る。 

３ 第１項に定める一括評価債権は、個別評価債権以外の債権とし、その債権に対する徴

収不能引当金は、一括評価債権の金額に過去の徴収不能額の発生割合を乗じて算定するも

のとする。 

 

（注１）（過去の徴収不能額の発生割合の算定） 

第２条第３項の過去の徴収不能額の発生割合は、次の算式により算定するものとする。 

【算式】 

当会計期間を最終年度とするそれ以前３会計期間の徴収不能額の合計額

当会期間を最終年度とするそれ以前３会計期間の末日の一括評価債権金額の合計額

徴収不能額
の発生割合

=

 

 

 

（戻入の時期と金額） 

第３条 前条第２項に定める徴収不能引当金は、個別評価債権が徴収不能となることが明

らかになった場合には、当該徴収不能引当金を当該徴収不能額に充当するものとする。ま

た、徴収不能引当金の対象としていた個別評価債権が回収されるなどして当該計上が不要
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となった場合には、当該不要となった金額は戻入れ、事業活動計算書、特別増減の部、そ

の他特別収益、徴収不能引当金戻入益として計上するものとする。 

２ 前条第３項に定める徴収不能引当金は、一括評価債権が徴収不能となることが明らか

になった場合には、一括評価債権に係る徴収不能引当金の帳簿残高を限度として、当該徴

収不能引当金を当該徴収不能額に充当するものとする。 
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14.「経理規程第 58 条に定める税効果会計に関する細則」 

 

（繰延税金資産及び繰延税金負債） 

第１条 経理規程第 58 条に定める税効果会計を適用する場合に計算する繰延税金資産及

び繰延税金負債は、将来減算一時差異及び将来加算一時差異に法定実効税率を乗じた金額

とする。 

２ 法定実効税率は、次の算式により計算するものとする。 

【算式】 

法定実効税率＝ 
法人税率×（1＋住民税率）＋事業税率 

１＋事業税率 

 

（注１）（みなし寄付金を反映した法定実効税率の選択） 

社会福祉法人は、法人税法上の収益事業の会計から非収益事業の会計へ金銭等の支出が

行われた場合、金銭等支出前の 50％を限度として寄付金の損金算入が認められる。この

寄付金の損金算入全額を利用するとした場合の法定実効税率は、次のとおりとする。 

【算式】 

法定実効税率＝
％）（１＋事業税率

％）（業税率（１＋住民税率）＋事％）（法人税率

50-1

50-150-1




 

（注２）（税効果会計解説） 

１ 経理規程第 58 条に定める税効果会計とは、当法人が貸借対照表に計上した資産又は

負債の額と法人税法上の課税所得計算上の資産又は負債に相違がある場合において、法人

税、住民税及び事業税（以下「法人税等」という。）の額を適切に各会計期間に配分する

ことにより、法人税等を控除する前の当期活動増減差額と法人税等を合理的に対応させる

ことを目的とする会計手続きである。 

２ 繰延税金資産は、将来の法人税等の支払額を減額する効果を有しており、法人税等の

前払額に相当するため、資産に計上される。 

３ 繰延税金負債は、将来の法人税等の支払額を増額する効果を有しており、法人税等の

未払額に相当するため、負債に計上される。 

４ 将来減算一時差異は、例えば、徴収不能引当金、退職給付引当金等の損金算入限度超

過額、減価償却費の損金算入限度超過額、損金に算入されない棚卸資産等に係る評価損等

がある場合に生じる。 

５ 将来加算一時差異は、例えば、租税特別措置法上の諸準備金等の計上がある場合に生

じる。 
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15.「経理規程に定める重要性に関する細則」 

 

（重要性の基準） 

第１条 経理規程第 40 条第４項、第 54 条（注 30）、第 55 条、第 56 条第１項、第 58 条

における重要性の判断は、財務諸表等の利用者が、財務諸表等に記載されたこれらの事項

の情報に基づいて判断する場合において、誤りの無い判断ができるか否かを考慮して行う

必要がある。 

２ 重要性の判断は、原則として個々の事例ごとに行われるが、個々の判断における恣意

性を排除するために、一定の基準を設け、明示することとする。 

３ 前項の基準は、第 1 項の原則に基づいて設ける必要があるが、通常、次に掲げる事項

を考慮して設定する。 

・ サービス活動収益に与える影響 

・ 当期活動増減差額に与える影響 

・ 資産の合計に与える影響 

４ 重要性の判定は、一次的には、前項の基準値に基づいて行うが、最終的な判断は、第

１項に定める趣旨から、次に例示する事項等を考慮した上で行うものとする。したがって、

金額が基準値に満たない場合あるいは金額を持たない項目であっても、質的に重要性が有

ると判定される場合があることに留意する。 

・ 当該年度の財政状態又は経営成績の異常性の有無。 

・ 過年度の財政状態又は経営成績に与える影響 

・ 臨時的又は異常な事象の発生を示す事項 

・ 傾向値に影響を与える事項、増減差額をプラス(又はマイナス)からマイナス(又はプラ

ス)に転換する事項 

・ 開示項目あるいは開示内容の重要性 

５ 第 3 項に定める基準値は、法人の内外の環境の変化、業務内容の変化等に応じて、適

宜見直しを行わなければならない。異常である場合には、サービス活動収益計、当期活動

増減差額及び資産の部合計について、単に当年度における影響のみを考慮するのではなく、

過年度の数値を参考として正常な財政状態及び経営成績を算定し、それらも併せて考慮す

る。 
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附則 

 

この細則は、平成○年○月○日から実施する。 
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別添１　

○○事業 ××事業 △△事業 ◎◎事業

人件費 職員給料 兼務職員A 勤務時間割合 25% 75%

職員諸手当 兼務職員A 勤務時間割合 25% 75%

賞与引当金繰入 職員給料割合 25% 45% 15% 15%

法定福利費 兼務職員を含む全員 法定福利費を除く人件費の割合 30% 60% 5% 5%

事業費 介護用品費 延利用者数割合 35% 50% 10% 5%

医薬品費 延利用者数割合 35% 50% 10% 5%

消耗器具備品 延利用者数割合 35% 50% 10% 5%

給食費 実際食数割合/定員食数割合 35% 50% 10% 5%

事務費 福利厚生費 法定福利費を除く人件費の割合 30% 60% 5% 5%

職員被服費 法定福利費を除く人件費の割合 30% 60% 5% 5%

旅費交通費 延利用者数割合 35% 50% 10% 5%

通信運搬費 延利用者数割合 35% 50% 10% 5%

諸会費 延利用者数割合 35% 50% 10% 5%

雑費 延利用者数割合 35% 50% 10% 5%

渉外費 延利用者数割合 35% 50% 10% 5%

事務消耗品費 延利用者数割合 35% 50% 10% 5%

広報費 延利用者数割合 35% 50% 10% 5%

会議費 延利用者数割合 35% 50% 10% 5%

水道光熱費 水道料 延利用者数割合 35% 50% 10% 5%

その他 建物床面積割合 35% 50% 10% 5%

修繕費 A建物修繕費 A建物床面積割合 40% 60%

B建物修繕費 B建物床面積割合 20% 80%

賃借料 使用サービス区分で均等 25% 25% 25% 25%

土地建物賃借料 建物床面積割合 10% 40% 25% 25%

保険料 建物床面積割合 10% 40% 25% 25%

租税公課 自動車関係 送迎者数割合 20% 40% 40%

その他 延利用者数割合 35% 50% 10% 5%

保守料 延利用者数割合 35% 50% 10% 5%

業務委託費 寝具 延利用者数割合 35% 50% 10% 5%

給食 実際食数割合 10% 70% 10% 10%

その他 建物床面積割合 35% 50% 10% 5%

研修研究費 配分の困難なもの 延利用者割合 35%

減価償却費 建物・構築物 建物床面積割合 35% 50% 10% 5%

他減価償却資産 使用サービス区分で均等 25% 25% 25% 25%

徴収不能額 個別発生金額
徴収不能引当金繰入 延利用者数割合 35% 50% 10% 5%

支払利息 土地建物取得の為の借入金に係るもの 建物床面積割合 35% 50% 10% 5%

その他 延利用者数割合 35% 50% 10% 5%

配賦基準(サービス区分名）

共通経費の配分基準表（例）

○○拠点区分 ××拠点区分配分基準対象種類 勘定科目

事業区分、拠点区分又はサービス区分として把握できる個別費はそれに賦課し、それ以外の事業区分、拠点区分又はサービス区
分に共通して発生する経費は、次の配分基準により配分するものとする。
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別添２      「資本的支出と修繕費の区分判定表」 

 

                           

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

      

 

 

※1 法人は、固定資産の計上基準を参酌し、合理的な金額を定めることができるものとする。 

※2 次に掲げる支出は、当該資産の価値を高めるもの又はその耐久性を増すもの(資本的支出)に該当す

る。 

① 避難階段の取付けなど物理的に付加された部分の金額 

② 用途変更の為の模様替え等改造改装に直接要した金額 

③ 固定資産の部分品を品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取り替えに要すると認められ

る金額 

その支出額は（※1）20万円未満である。 

その支出の周期は概ね３年以内であ

る。 

その支出は明らかにその資産の価値を

高めるもの又は耐久性を増すものであ

る。（※2） 

その支出は通常の維持管理のためのも

のである。 

その支出は災害等でき損したものの原

状回復費用である。 

その支出額は（※1）60万円未満又は前

期末取得価額の 10％以下である。 

その支出は使用可能期間を延長させる

部分の金額又はその資産の価値を増加

させる部分の金額である。 

YES 
NO 

 

 
 
 
 
 

 

修

繕

費 

資 

本 

的 

支 

出 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

YES 

YES 

YES 

YES 

YES 

YES 


